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＜お問い合わせ先＞※電話での問い合わせは平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。  
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№１８８ 
２０１9／11／２2 

江 戸 川 区 土 木 部 

区 画 整 理 課 

北小岩一丁目東部地区 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

日頃より区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
このたび、換地処分に向けて換地計画を作成いたしました。 
今後の換地計画の縦覧に向けて、令和元年 12 月 3 日（火）から換地計画の内容につい

て審議会を開催します。審議会で意見をいただいたのち、権利者の皆さまに個別説明を行
ってまいります。 

なお、審議会は個人情報に関わる内容のため、非公開とさせていただきます。 

換 地 計 画 の 縦 覧 

個 別 説 明 会 

換 地 計 画 の 決 定 

換地処分通知の送付 

換 地 処 分 の 公 告 

●新しい宅地(換地)の地目、地積及び清算金等について、権利者の皆さまに

個別説明します。 

●換地計画を 2 週間（土・日・祝日を含めて）ご覧いただけます。権利者の皆

さまはこの期間内に換地計画に対して意見書の提出ができます。 

●提出された意見書を審議会で審査し、換地計画を決定します。 

●権利者の皆さまへ換地処分通知（清算金明細書、換地図等）をお送りし

ます。 

●換地処分の公告の翌日に、従前の土地の権利が換地先に移行し、清算金

が確定します。 

今後のスケジュール 


